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都
市
公
園
に
つ
い
て
（
都
市
公
園
の
基
本
的
性
格
）

○
都

市
公

園
は
、
都

市
住

民
の
憩

い
の
空

間
と
な
る
ほ
か
、
良

好
な
都

市
景

観
の
形

成
、
都

市
環

境
の
改

善
、
都

市
の
防

災
性

の
向

上
、
人

々
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
空

間
な
ど
多
様

な
機

能
を
有

す
る
都

市
の
根

幹
的

な
施

設

1

都
市
環
境
の
改
善

都
市
の
防
災

性
の

向
上

人
々

の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
空
間

都
市
住
民
の
憩
い
の
空
間

22



運
動
施
設
の
面
積
基
準
（
敷
地
面
積
の
百
分
の
五
十
）
の
趣
旨

○
都

市
公

園
設

置
の

基
本

的
目

的
か

ら
は

、
都

市
公

園
内

に
は

一
般

の
人

が
自

由
に
休

息
、
散

歩
等

の
利

用
が

で
き
る
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
確

保
す
る
必

要
が

あ
る
こ
と
等
か
ら
、
運
動
施
設
の
敷
地
面
積
の
総
計
は
、
当
該
都
市
公
園
の

敷
地
面
積
の
百
分
の
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
「
都
市
公
園
法
解
説
（
改
訂
新
版
）
」
よ
り
）

運
動
施
設
は
、
主
た
る
利
用
者
が
競
技
者
で
あ

り
、

都
市
公
園
の
過
半
を
占
め
る
運
動
施
設
の
設
置

に
よ
っ
て
、

・
都

市
住

民
の

憩
い
の
空
間

・
人

々
の

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

空
間

・
都

市
環

境
の

改
善

等
の
機
能
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

運
動
施
設
の
面
積
基
準
（
敷
地
面
積
の
百
分

の
五

十
）
を
超

え
る
場

合
は

、
都

市
公

園
の

基
本
的
性
格
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
た
め
、
都
市
公

園
と
は

見
な
さ
れ

得
な
い
と
考

え
ら
れ

る
。

そ
の

た
め
、
運

動
施

設
の

面
積

基
準

を
参

酌
基

準
化

す
る
こ
と
は

困
難

と
考

え
ら
れ

る
。

運
動

施
設

の
面

積
基

準
を
超

え
る
場

合
は

、
都

市
公

園
で
は

な
く
、
運

動
場

と
し
て
整

備
す
る
こ

と
が

適
当

と
考

え
ら
れ

る
。
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